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九
大
法
学
会
会
則
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
改
正
）

第
一
条　

本
会
は
、
九
大
法
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条　

本
会
の
事
務
所
は
、
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
に
お
く
。

第
三
条　

本
会
は
、
法
律
学
・
政
治
学
の
研
究
及
び
発
表
を
目
的
と
し
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

　
　
　

一
、
雑
誌
「
九
大
法
学
」
の
発
行

　
　
　

二
、
研
究
発
表
会
の
開
催

第
四
条　

本
会
の
事
務
は
、
選
出
さ
れ
た
幹
事
五
名
以
上
が
行
う
。
な
お
、
幹
事
の
任
期
は
二
年
と

す
る
。

第
五
条　

本
会
は
、
大
学
院
生
及
び
助
教
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
但
し
、
研
究
生
、
そ
の
他
の
入
会

を
認
め
る
。

第
六
条　

会
員
は
、
毎
年
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条　

会
員
及
び
、
九
大
法
学
会
執
筆
要
領
第
一
条
の
要
件
を
満
た
す
離
籍
者
は
、
執
筆
資
格
を

有
す
る
。
会
員
は
、
そ
の
在
籍
期
間
中
に
発
行
さ
れ
た
九
大
法
学
の
無
料
配
布
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条　

本
会
運
営
の
細
則
は
幹
事
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。 




